
　１０月

  内  容 時期 場所等 担当課室

　10月1日から10月7日は「全国労働衛生週間」です。
　茨城県産業安全衛生大会・表彰式では、産業安全衛生の模範となる事業場及び
産業安全衛生活動に対して貢献のあった個人に対して表彰を実施します。

１０月２日（金）
14時～

ザ・ヒロサワ・シティ会館
（茨城県民文化セン

ター）

労働基準部健康安全課
０２９－２２４－６２１５

　厚生労働省では、年次有給休暇（年休）を取得しやすい環境整備を推進するた
め、次年度の年休の計画的付与について労使で話し合いを始める前の１０月に集中
的な広報活動を行っています。
　各企業では、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮
するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討していただくようお願いします。

10月1日～10月31日 雇用環境・均等室
０２９－２７７－８２９４

　同一労働同一賃金（パートタイム・有期雇用労働法）、女性活躍（改正女性活
躍推進法）、パワハラ対策（労働施策総合推進法）、子の看護休暇・介護休暇
（育児・介護休業法）に関する疑問解消のため個別相談会を開催します。
　また、働き方改革推進支援センターによる専門家派遣も行っています。

随時開催中
※概ね12月までの間で
日程調整いたします

茨城労働総合庁舎内
※日程確定時に会場
をお知らせします

雇用環境・均等室
０２９－２７７－８２９５

　同一労働同一賃金の実現に向けて、中小企業事業主の皆さまの不安や悩みを解決
します。
　また、新型コロナウイルスの広まりとともに普及が広がったテレワークの導入ポイントなどに
ついて解説します。

10月（5日、7日、12
日、27日、28日）
※11月～2月まで
開催予定あり

茨城労働総合庁舎
2階会議室

茨城働き方改革推進支援センター
０１２０－９７１－７２８

茨城労働局関係の行事・イベントのご案内

行事・イベント名

茨城県産業安全衛生大会・表彰式

年次有給休暇取得促進期間

進めよう！働き方改革
同一労働同一賃金・テレワークセミナー

（茨城労働局委託事業）

予約制個別相談会
（同一労働同一賃金、女性活躍、パワハラ対

策、子の看護休暇・介護休暇など）


